
昭
和
六
十
一
年
総
理
府
令
第
五
十
一
号

基
準
点
測
量
作
業
規
程
準
則

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
基
準
点
測
量
作
業
規
程
準
則
（
昭
和
二
十
七
年
経
済
安
定
本
部
令
第
九
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
総
理
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
目
的
）

第
一
条
　
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
点
の
測
量
（
以
下
「
基
準
点
測
量
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
作
業
規
程
の
準
則
は
、
他
の
法
令
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条
　
削
除

（
基
準
点
測
量
の
方
式
）

第
三
条
　
基
準
点
測
量
は
、
多
角
測
量
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
直
接
水
準
測
量
法
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
計
量
単
位
）

第
四
条
　
基
準
点
測
量
に
お
け
る
計
量
単
位
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
計
量
単
位
（
同
法
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
法
定
計
量
単
位
と
み
な
さ
れ
る
計
量
単
位
を

含
む
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
測
量
の
基
礎
と
す
る
点
）

第
五
条
　
基
準
点
測
量
は
、
基
本
三
角
点
（
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
基
本
測
量
の
成
果
で
あ
る
三
角
点
及
び
電
子
基
準
点
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
基
本
水
準
点
（
同
法
第
二
章
の

規
定
に
よ
る
基
本
測
量
の
成
果
で
あ
る
水
準
点
を
い
う
。
）
を
基
礎
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
位
置
及
び
方
向
角
の
表
示
の
方
法
）

第
六
条
　
基
準
点
の
位
置
は
、
国
土
調
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
平
面
直
角
座
標
系
（
以
下
「
座
標
系
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
平
面
直
角
座
標
値
（
以
下
「
座
標

値
」
と
い
う
。
）
及
び
測
量
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
本
水
準
原
点
を
基
準
と
す
る
高
さ
（
以
下
「
標
高
」
と
い
う
。
）
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
方
向
角
は
、
当
該
地
点
が
属
す
る
座
標
系
の
Ｘ
軸
に
平
行
な
当
該
地
点
を
通
る
軸
の
正
の
方
向
を
基
準
と
し
、
右
回
り
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
点
検
及
び
検
査
）

第
七
条
　
基
準
点
測
量
を
行
う
者
は
、
当
該
測
量
が
誤
り
な
く
、
か
つ
、
令
別
表
第
二
に
定
め
る
誤
差
の
限
度
内
の
精
度
を
保
つ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
常
に
各
種
の
方
法
に
よ
つ
て
点
検
又
は
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
等
の
保
管
）

第
八
条
　
測
量
に
際
し
て
は
、
観
測
、
計
算
等
の
測
量
記
録
を
作
成
し
、
当
該
測
量
の
結
果
で
あ
る
測
量
成
果
と
と
も
に
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
永
久
標
識
又
は
一
時
標
識
の
敷
地
の
所
有
権
又
は
所
有
権
以
外
の
使
用
権
の
取
得
等
に
関
す
る
書
類
は
、
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
準
点
の
選
定
）

第
九
条
　
基
準
点
（
補
助
基
準
点
を
除
く
。
）
を
新
設
す
る
場
合
は
、
電
子
基
準
点
の
配
置
を
考
慮
し
た
上
で
、
適
正
な
密
度
を
も
つ
て
配
置
し
、
そ
の
密
度
は
、
四
百
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
一
点
を
標
準
と
す
る
。

２
　
補
助
基
準
点
は
、
補
助
基
準
点
測
量
を
行
う
地
域
に
努
め
て
均
等
に
配
置
し
、
そ
の
密
度
は
、
主
と
し
て
宅
地
が
占
め
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
あ
つ
て
は
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
二
十
五
点
、
そ
の
他
の
地
域
に
あ
つ

て
は
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
四
点
を
標
準
と
す
る
。

（
多
角
路
線
の
選
定
）

第
十
条
　
基
準
点
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
（
以
下
単
に
「
多
角
路
線
」
と
い
う
。
）
は
、
基
本
三
角
点
を
結
合
す
る
多
角
網
を
形
成
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
つ
て
は
、
与
点
の
現
況
調
査
を
行
い
、
異
状
の
有
無
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

（
選
点
図
）

第
十
一
条
　
基
準
点
及
び
多
角
路
線
の
選
定
の
結
果
は
、
基
準
点
選
点
図
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。

（
標
識
）

第
十
二
条
　
基
準
点
に
は
、
標
識
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
全
及
び
管
理
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
標
識
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
標
識
を
設
置
す
る
土
地
の
所
有
者
又
は
管
理
者
の
承
諾
を
得
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
基
準
点
に
つ
い
て
は
、
点
の
記
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）

第
十
三
条
　
基
準
点
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及
び
簿
冊
に
令
で
定
め
る
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
基
準
点
の
座
標
値
及
び
標
高
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に
基
づ
い
て
求
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
、
基
準
点
網
図
及
び
基
準
点
測
量
成
果
簿
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
府
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
基
準
点
測
量
作
業
規
程
準
則
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
法
第
四
条
第
三
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
届
出
の
あ
つ
た
作
業
規
程
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
基
準

点
測
量
作
業
規
程
準
則
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
法
第
四
条
第
三
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
届
出
の
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
〇
月
二
六
日
総
理
府
令
第
四
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令
第
一
〇
三
号
）
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こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
一
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
測
量
法
及
び
水
路
業
務
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
基
準
点
測
量
作
業
規
程
準
則
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
国
土
調
査
法
第
四
条
第
三
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
届
出
の
あ
っ
た
作
業
規
程
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
基
準
点
測
量
作
業
規
程
準
則
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
同
法
第
四
条
第
三
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
届
出
の
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
七
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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